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第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
ご挨拶 

⽇本病院前救急診療医学会は、病院前救急診療医学の進歩発展を図り、医師や看
護師等が救急現場に出動して⾼度医療を提供する体制を充実させることで、患者の救命率
向上と予後改善に寄与することを⽬的としています。平成 18 年 12 ⽉に研究会として発⾜
し、平成 25 年 1 ⽉に学会へ移⾏、さらに令和 5 年 12 ⽉には⼀般社団法⼈として新たな体
制を整備し、我が国における病院前医療の発展を牽引してきました。 

近年の主な取り組みとして、ドクターカーの標準化と科学的検証が挙げられま
す。ドクターカーは、緊急度・重症度の⾼い患者に対し、医療機器や医薬品を搭載した⾞
両に医師が同乗し、現場や搬送中に診療を⾏うシステムです。現場出動、施設間搬送、在
宅医療⽀援など多様な場⾯で活⽤されています。また、医療機関に所属する医療チームが
主体的に診療を⾏い、その内容が診療録に記載される体制や、ワークステーション⽅式や
ピックアップ⽅式も含めて整理・定義が進められています。 

さらに、本学会はドクターカー運⽤に関わる多職種を対象とした講習会や協議会
を開催し、概論から実践、安全管理に⾄るまでの共通理解の醸成に努めています。これら
は厚⽣労働省の運⾏マニュアルに準拠し、同省の後援のもとで実施されています。 

また、⾼齢化の進展を背景に、⾼齢者救急医療や在宅医療に関する提⾔活動にも
取り組んでいます。関係団体と連携し、⾼齢者救急医療の現状と課題を整理するととも
に、市⺠、医療・福祉従事者、消防機関、⾏政など多様な主体に向けた具体的対策を提⽰
し、社会全体での課題解決を⽬指しています。 

学術活動としては、年次総会・学術集会を開催し、全国から多数の医療従事者が
参加して最新の知⾒を共有しています。病院前救急診療は、ドクターカーやドクターヘリ
による現場医療、災害時の広域医療対応、在宅での急変対応などへと領域を拡⼤してお
り、これらを⽀える医療機器や通信技術の重要性も⼀層⾼まっています。今後も本学会
は、多職種連携のもとに病院前医療の質向上を推進し、社会的課題の解決に貢献していき
ます。 

この度、2026(令和 8)年 12 ⽉ 5 ⽇(⼟) 6 ⽇(⽇)、⽶⼦市⽂化ホールにおきまし
て、第 21回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会を開催いたします。 
テーマは「災害・危機管理時の病院前救急医療と知識・技術の継承」について⾏いたく思
います。本学会には、全国から 300名以上の医療従事者（医師、看護師、救急救命⼠等）
が参加し、病院前診療の最前線に関する熱⼼な議論が期待できます。

本学術集会は、こうした領域に関わる企業の皆様にとっても、医療現場のニーズ
を直接把握し、⾃社製品・技術の社会実装や今後の開発に活かす貴重な機会となります。
また、専⾨職とのネットワーク形成や認知向上の場としても⼤きな価値を有しておりま
す。本会へのご協賛は、医療の質向上への貢献にとどまらず、貴社の先進性・社会的責任
への取り組みを広く発信する機会となるものと考えております。現在、より実りある学術
集会の開催に向け準備を進めております。つきましては、本学会の趣旨にご賛同いただ
き、格別のご⽀援とご協⼒を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 
2026 年 3 ⽉吉⽇ 

第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
会⻑ 本間正⼈  

（⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野） 

4



 
第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 

企画書 
 
1. 学 会 名  第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
  
2. 会 期  令和 8 年 12 ⽉ 5 ⽇（⼟）〜6 ⽇(⽇)  

（5 ⽇(⼟)はドクターカー講習会、協議会、ビジネス会議） 
 

3. 会 場  ⽶⼦市⽂化ホール  
〒683-0043 ⿃取県⽶⼦市末広町 293（代表) 0859-35-4171 
 

4. 主 催   
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 学会事務局 

会⻑ 本間正⼈ 副会⻑ 上⽥敬博 
 

5. 事 務 局  ⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急・災害医学分野内 
〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1  
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900   
E-mail:   jdmat9999@gmail.com   
 

6. 開催⽅法 現地開催 
  ※天災等やむを得ない事情により開催⽅法、会場、会期を変更する場合があります。 
 
7. 開催規模 

予定参加者数  約 300 名 (医師、看護師、救急救命⼠、薬剤師、コメディカル等)  
予定発表演題数 約 80 題 (特別講演、シンポジウム、教育講演、⼀般演題等)  
 

8. 計画の概要 
（1）学会の構成（予定） 
①会⻑講演②招待講演③教育講演④共催セミナー 
⑤各種シンポジウム ⑥⼀般演題・ポスター演題 ⑦ドクターカー講習会 
⑧ドクターカー協議会 ⑨医療機器展⽰  
 
（2）テーマ「災害・危機管理時の病院前救急医療と知識・技術の継承」 
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（3）学会の⽇程（予定） 

⽇時 午前 正午 午後 
12 ⽉ 5 ⽇（⼟） ドクターカー講習会 ドクターカー講習会 ドクターカー講習会 

各種委員会 
ドクターカー協議会 

12 ⽉ 6 ⽇（⽇） 会⻑講演、招待講
演、シンポジウム、
⼀般演題、医療機器
展⽰ 

共催セミナー 招待講演、シンポジ
ウム、⼀般演題、医
療機器展⽰ 

 
9. 寄附⾦募集： 
①募⾦の名称：第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
②募⾦の⽬的：第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会の運営に対する助成の
ため 
③募⾦⽬標額：2,500,000 円 
④募⾦の期間：2026 年 3 ⽉〜2026 年 12 ⽉ 25 ⽇（⾦曜⽇） 
⑤寄付⾦振込⽅法： 

⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845 
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 会⻑ 本間正⼈ 
（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ イガ
クカイ ソウカイ・ガクジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト） 

⑥税法上の扱い：免税措置はありません 
10．寄附申込書送付先： 

学会事務局： 〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1  
TEL 0859-38-6727 FAX 0859-38-6900 

   E-mail:   jdmat9999@gmail.com 
11．第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会の⼈員構成： 

会⻑ 本間正⼈  
副会⻑ 上⽥敬博 
事務局⻑ 吉岡早⼾ 
 

12．本学会に関するお問い合わせ先： 
〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1  
TEL 0859-38-6727 FAX 0859-38-6900 
 E-mail:   jdmat9999@gmail.com 
 

13. ⽇本製薬⼯業協会の透明性ガイドラインの遵守について 
⽇本製薬⼯業協会が⽰す「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に基づ
き、「貴社と医療機関及び医療関係者との関係の透指性に関する指針」に従い学会等の会
合開催にかかる費⽤を「学会名」「共催セミナー名」の通りに、ウェブサイト上に公開す
ることに同意します。 
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14．組織：⽇本病院前救急診療医学会総会役員（役職は 2025 年 6 ⽉ 27 ⽇就任当時） 
理事⻑ 今 明秀 ⼋⼾市⽴市⺠病院  
理事 ⼤友 康裕 国⽴病院機構災害医療センター  
 奥寺 敬 中部国際医療センター 
 清⽥ 和也 さいたま⾚⼗字病院  
 ⼩濱 啓次 ⻘⼭病院 
 坂本 哲也 公⽴昭和病院  
 橋本 雄太郎 四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構 
 林 靖之 ⼤阪府済⽣会千⾥病院 千⾥救命救急センター 
 細川 秀⼀ 公益社団法⼈⽇本医師会 
 宮本 雄気 京都府⽴医科⼤学 
 ⼭崎 早苗 東海⼤学医学部付属⼋王⼦病院 
 横堀 將司 ⽇本医科⼤学付属病院 ⾼度救命救急センター 
 猪⼝ 貞樹 海⽼名総合病院 
 横⽥ 裕⾏ 医療法⼈社団晃⼭会 松江病院 

 
15．⼀般社団法⼈ ⽇本病院前救急診療医学会 定款 
第１章 総則 

（名称） 

第１条 本法⼈は、 ⼀般社団法⼈ ⽇本病院前救急診療医学会 と称し、英⽂では、 Japanese Society for Prehospital 

Medicine と表記する。 

（主たる事務所） 

第２条 本法⼈は、主たる事務所を、東京都中野区 に置く。 

（⽬的） 

第３条 本法⼈は、 病院前救急診療医学の進歩発展を図り、救急診療において医師及び看護師等が救急現場に出動する

ことにより⾼度医療を⾏うシステムを充実させ、もって患者の救命と予後の改善に寄与することを⽬的とする。 

（事業） 

第４条 本法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。 

（１）学術集会の開催 

（２）機関誌等学術刊⾏物の発⾏ 

（３）病院前救急診療に関する調査、研究、教育 

（４）国内外における関係諸団体との交流、連携 

（５）その他、本法⼈の⽬的を達成するために必要な事業 

（公告⽅法） 

第５条 本法⼈の公告⽅法は、主たる事務所の公衆の⾒やすい場所に掲⽰して⾏う。 

第２章 会員 

（会員） 

第６条 本法⼈は、以下の会員をもって構成する。 

（１）正会員 本法⼈の⽬的に賛同し、 所定の⼊会⼿続きにより⼊会した医師 

及び看護師、医療機関に所属する救急救命⼠の資格を有する個⼈。 

（２）賛助会員 本法⼈の⽬的に賛同し、事業を賛助するために、所定の⼊会⼿続きにより⼊会した個⼈⼜は団体。 

（３）名誉会員 会⻑経験者等、本法⼈に顕著な功績のあった会員で、理事会により推薦され、評議員会の承認を得た

個⼈。 

（４） 功労会員 本法⼈の発展に功労のあった会員で、 理事会により推薦され、評議員会の承認を得た個⼈。 

（⼊会） 

第７条 正会員、賛助会員として、本法⼈に⼊会を希望する個⼈⼜は団体は、理事会が別に定める⼊会申込書により、

⼊会の申請を⾏うものとする。 

２ 正会員の⼊会については、⼊会申込書の審査、受理をもって、本法⼈の会員となる。 

３ 賛助会員の⼊会については、 理事会においてその可否を決定するものとし、 理事会の承認をもって本法⼈の会員

となる。 

（年会費） 
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第８条 正会員、賛助会員は、定款第 57 条の定款施⾏細則（以下「細則」という。）に定める年会費を⽀払わなければ
ならない。 

２ 前項に定める正会員の年会費については、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関する法律（以下「⼀般法⼈法」とい

う。）第 27条に規定する経費とする。 

３ 名誉会員、功労会員、並びに本法⼈の顧問に就任している会員については、年会費の⽀払いを免除する。 

（退会） 

第９条 退会を希望する会員は、その旨を本法⼈に届け出ることにより、いつでも任意に退会することができる。ただ
し、やむを得ない事由がある場合を除き、１カ⽉以上前までに本法⼈に届出なければならない。 

２ 前項の規定により退会した場合であっても、未払いの会費がある場合は、納⼊しなければならない。 

（除名） 

第 10条 会員が次のいずれかに該当するに⾄った場合は、総評議員の半数以上であって、かつ総評議員の議決権の３

分の２以上の評議員会の特別決議（以下「特別決議」という）により当該会員を除名することができる。ただし、この

場合、当該会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

（１）本定款に違反した場合 

（２）本法⼈の名誉を傷つけ、または本法⼈の⽬的に反する⾏為をした場合 

（３）その他、除名すべき正当な事由があった場合 

（会員資格の喪失） 

第 11条 前２条の場合によるほか、次のいずれかに該当するに⾄った場合は、会員はその資格を喪失する。 

（１）正当な理由なく、連続して２年以上年会費の納⼊を怠った場合 

（２）総評議員の同意があった場合 

（３）個⼈である会員が死亡し、または失踪宣告を受けた場合 

（４）団体である会員が解散した場合 

（会員資格喪失に伴う権利及び義務） 

第 12条 会員が前３条の規定により会員資格を喪失した場合は、本法⼈に対する会員としての権利を失い、義務を免
れる。ただし、未履⾏の義務については、これを免れることはできない。 

２ 本法⼈は、会員がその資格を喪失した場合であっても、既納の会費その他の拠出⾦品は、これを返還しない。 

第３章 評議員 

（評議員） 

第 13条 本法⼈は、次条の規定に従い、正会員の中から評議員を選任する。 

２ 前項により選出された評議員をもって⼀般法⼈法上の社員とし、本定款及び細則においては、⼀般法⼈法上の社員

を「評議員」と表記する。 

（評議員の選任） 

第 14条 評議員は、細則に定める諸条件を具備した者であって、正会員の⽴候補、所定の審査申請をした正会員の中

から、細則に定める評議員選出委員会での審査を経て、評議員会の決議により選任する。 

２ その他、評議員の選任に関して必要な事項は、細則において定める。 

（評議員の任期） 

第 15条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時ま
でとする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補⽋⼜は増員により選任された評議員の任期は、前任者⼜は他の在任者の任期の残存期間と同⼀とする。 

（評議員ではない正会員による権利の⾏使等） 

第 16 条 本法⼈の評議員ではない正会員についても、⼀般法⼈法に規定された次に掲げる評議員の権利を、評議員と

同様に本法⼈に対して⾏使することができる。 

（１）⼀般法⼈法第 14条第２項の権利（定款の閲覧等） 

（２）⼀般法⼈法第 32条第２項の権利（評議員（社員）名簿の閲覧等） 

（３）⼀般法⼈法第 50 条第６項の権利（評議員（社員）の代理権証明書⾯等の閲覧等） 

（４）⼀般法⼈法第 52条第５項の権利 （電磁的⽅法による議決権⾏使記録の閲覧等） 

（５）⼀般法⼈法第 57条第４項の権利（評議員（社員）総会の議事録の閲覧等） 

（６）⼀般法⼈法第 129条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 

（７）⼀般法⼈法第 229条第２項の権利（清算法⼈の貸借対照表等の閲覧等） 

（８）⼀般法⼈法第 246 条第３項の権利、第 250 条第３項及び 256 条第３項の権利 

（合併契約等の閲覧等） 

（評議員の資格の喪失） 

第 17 条 評議員はいつでも任意に、評議員を辞任することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、

１カ⽉以上前までに本法⼈に届出なければならない。 

２ 前項の場合によるほか、本法⼈の評議員は，以下の事由により、その評議員たる資格を喪失する。ただし、未履⾏

の義務については、これを免れることはできない。 

（１）第９条乃⾄第 11条の規定により、本法⼈の会員の資格を喪失した場合 
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（２）総評議員の同意があった場合 

第４章 評議員会 

（構成） 

第 18条 評議員会は、評議員をもって構成する。 

２ 前項の評議員会をもって、⼀般法⼈法上の社員総会とし、本定款及び細則においては、⼀般法⼈法上の社員総会を

「評議員会」と表記する。 

３ 評議員会における議決権は、評議員１名につき、１個とする。 

４ 評議員会には、名誉会員、功労会員も出席することができるが、議決権は有しない。 

（権限） 

第 19条 評議員会は、次の事項について決議する。 

（１）定款及び細則の変更 

（２）評議員の選任 

（３）名誉会員、功労会員の承認 

（４）会員の除名 

（５）理事及び監事の選任⼜は解任 

（６）貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）並びにこれらの附属明細書の承認 

（７）事業計画及び収⽀予算の承認 

（８）解散及び残余財産の処分 

（９）合併及び事業の全部⼜は重要な⼀部の譲渡 

（10）その他評議員会で決議するものとして法令⼜は本定款で定める事項 

（種類） 

第 20条 本法⼈の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の２種とする。定時評議員会は、毎事業年度末⽇の翌
⽇から３カ⽉以内に開催する。臨時評議員会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 

２ 臨時評議員会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。 

（１）理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき 

（２）総評議員の議決権の５分の１以上から会議の⽬的である事項及び招集の理由を記載した書⾯をもって招集の請求
があったとき 

（招集） 

第 21条 評議員会は、理事会決議に基づき、理事⻑が招集する。 

２ 前条第２項第２号に該当する場合は、その書⾯の到達した⽇から 30 ⽇以内の⽇ 

を会⽇とする臨時評議員会の招集通知を発しなければならない。 

３ 評議員会を開催するときは、会⽇より 7⽇前までに、開催⽇時、場所及び議題を記載した書⾯をもって、各評議員

に対して通知を発しなければならない。なお、評議員の承諾がある場合は、書⾯に代えて電磁的⽅法による通知を発す

ることができる。 

４ 評議員会は、その総会において議決権を⾏使することができる評議員全員の同意があるときは、招集⼿続を経ずに

開催することができる。 

（決議⽅法） 

第 22条 評議員会は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員の出席（書⾯・電磁的⽅法による議決者及び議決委
任者によるみなし出席も含む。）がなければ、議事を⾏い、議決することができない。 

２ やむをえない理由のため評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書⾯⼜は電磁的⽅

法をもって議決権を⾏使し、または他の評議員を代理⼈として議決を委任することができる。 

３ 前項の場合、その評議員は出席したものとみなす。 

４ 評議員会の決議は、法令⼜は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席評議員の議決権の過半数をもってこれを

決する。 

（議⻑） 

第 23条 評議員会の議⻑は理事⻑が⾏う。ただし、理事⻑に事故があるときは、当該評議員会において選任された他

の理事がこれを⾏う。 

（議事録） 

第 24条 評議員会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事

項を記載し、議⻑及び議事録作成に係る職務を⾏った理事が署名⼜は記名押印しなければならない。 

第５章 役員等 

（役員） 

第 25条 本法⼈には、次の役員を置く。 

（１）理事 3名以上 15名以内 

（２）監事 2名以内 

２ 理事の中から理事⻑ 1 名を選定する 

３ 前項の理事⻑をもって⼀般法⼈法上の代表理事とし、理事⻑以外の理事をもって 
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⼀般法⼈法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執⾏理事とする。 

（選任等） 

第 26条 理事及び監事は、法令の規定に基づき、本法⼈の評議員の中から、評議員会の決議によって選任する。ただ
し、必要がある場合は、評議員以外の者から選任することができるものとする。 

２ 理事⻑は、理事会において選定する。 

３ 監事は、本法⼈の理事⼜は使⽤⼈を兼ねる事が出来ない。 

（理事の職務・権限） 

第 27条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款に定めるところにより、本法⼈の業務の執⾏の決定に参画する。 

２ 理事⻑は、本法⼈を代表し、本法⼈の業務を総括する。 

３ 理事⻑に事故があるとき、または理事⻑が⽋けたときは、理事⻑の代表権の⾏使に該当しない業務執⾏につき、理

事会により予め定めた順序により、 他の理事がその職務を代⾏する。 

（監事の職務・権限） 

第 28条 監事は、次の職務を⾏う。 

（１）理事の職務執⾏の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作 

成すること。 

（２）本法⼈の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算 

書類及び事業報告等を監査すること。 

（３）評議員会、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意⾒を述べること。 

（４） 理事が不正の⾏為をし、若しくはその⾏為をするおそれがあると認めるとき、または法令若しくは定款に違反
する事実若しくは著しく不当な事実があるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。 

（５）前号の報告をするため必要があるときは、理事⻑に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった⽇

から５⽇以内に、その請求があった⽇から２週間以内の⽇を理事会の⽇とする招集通知が発せられない場合は、直接理

事会を招集すること。 

（６）理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、

または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。 

（７）理事が本法⼈の⽬的の範囲外の⾏為その他法令若しくは定款に違反する⾏為をし、またはその⾏為をするおそれ

がある場合において、その⾏為によって本法⼈に著しい損害が⽣ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その⾏ 

為をやめることを請求すること。 

（８）その他監事に認められた法令上の権限を⾏使すること。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、本法⼈の業務及び財産の状況の調査をすることが

できる。 

（役員の任期） 

第 29条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までと

し、監事の任期は、 選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとす

る。 なお、 再任を妨げない。 

２ 補⽋⼜は増員により選任された理事の任期は、前任者⼜は他の在任者の任期の残存期間と同⼀とする。 

３ 補⽋により選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同⼀とする。 

（解任） 

第 30条 理事⼜は監事が次の⼀に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事

を解任する場合は、特別決議によらなければならない。 

（１）職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。 

（２）⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に⽀障があり、またはこれに堪えないと認められるとき。 

（報酬等） 

第 31条 理事及び監事の報酬等は、無報酬とする。 

２ 理事及び監事には、その職務を⾏うために要する費⽤の⽀払いをすることができる。 

３ 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。 

（学術集会会⻑） 

第 32条 本法⼈には、学術集会会⻑１名を置く。 

２ 学術集会会⻑は、理事会の推薦に基づき、評議員会の決議により選定する。 

３ 学術集会会⻑は、学術集会を主催する。 

４ 学術集会会⻑の任期は、前回学術集会終了⽇の翌⽇から⾃⾝の主催する学術集会の終了⽇までとする。 

（顧問） 

第 33条 本法⼈には、理事会の諮問機関として、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会の推薦により、評議員会の決議により選任し、理事⻑が委嘱する。 

なお、顧問は本法⼈の会員以外の者から選任することを妨げない。 

３ 理事⻑は顧問を選任した場合には、会員総会にその旨の報告を⾏うものとする。 

４ 顧問は理事会に出席し、意⾒を述べることができるが、議決権は有しない。 
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５ 顧問の任期等、その他必要な事項は、理事会において別に定める。 

第６章 理事会 

（種類） 

第 34条 本法⼈の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の２種とする。 

２ 通常理事会は、毎事業年度に２回開催（ただし、４か⽉を超える間隔で開催）する。 

３ 前項の通常理事会において、理事は、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。 

４ 臨時理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。 

（１）理事⻑が必要と認めたとき。 

（２）理事⻑以外の理事から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。 

（３）前号の請求があった⽇から５⽇以内に、その請求があった⽇から２週間以内 

の⽇を理事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 

（４）第 28 条第 1 項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または監事が招集したとき。 

（招集） 

第 35条 理事会は、理事⻑が招集する。ただし、前条第４項第３号により理事が招集する場合及び前条第４項第４号
後段により監事が招集する場合を除く。 

２ 前条第４項第３号による場合は、理事が、前条第４項第４号後段による場合は、監事が、理事会を招集する。 

３ 理事⻑は、前条第４項第２号⼜は第４号前段に該当する場合は、その請求があった⽇から５⽇以内に、その請求が

あった⽇から２週間以内の⽇を理事会の⽇とする理事会を招集しなければならない。 

４ 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的である事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法をもって、開催⽇の

１週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の⼿続きを経ることなく理事会を開催す

ることができる。 

（決議⽅法） 

第 36条 理事会の議⻑は、理事⻑が⾏う。ただし、理事⻑に事故があるときは、第 27条第３項の規定に従い、 理事

会により予め定めた順序により、他の理事がこれを⾏う。 

２ 理事会は、理事現在数の過半数の出席がなければ、議事を⾏い、議決することができない。 

３ 理事会の決議は、出席した理事の過半数をもって決する。 

（決議の省略） 

第 37条 理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案をした場合において、理事の全員が当該提案につき書⾯
⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、当該議案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすこと

ができる。ただし、監事が当該提案につき異議を述べた場合はこの限りではない。 

（報告の省略） 

第 38条 理事⼜は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項
を理事会に報告することを要しない。ただし、⼀般法⼈法第 91 条第 2 項の規定による報告については、この限りで

はない。 

（議事録） 

第 39条 理事会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果並びに法令で定める事項
を記載し、議⻑及び出席した理事⻑並びに出席した監事は、これに署名⼜は記名押印しなければならない。 

第７章 学術集会 

（学術集会） 

第 40条 学術集会は、学術集会会⻑の主宰のもと、年１回開催する。ただし、学術集会会⻑は、災害等やむを得ない事

由があるときは、学術集会の中⽌を決定することができる。 

２ 学術集会の公募演題の筆頭演者は、本法⼈の会員に限るものとする。 

３ 学術集会会⻑は、必要があると判断した場合には、他職種の本法⼈の学術集会への参加を認めることができる。 

第８章 会員総会 

（会員総会） 

第 41条 会員総会は、毎年１回、学術集会開催時に開催する。 

２ 会員総会は、第６条に定める会員によって構成する。 

３ 会員総会は、理事⻑が招集し、学術集会会⻑が議⻑となる。 

４ 理事⻑⼜は学術集会会⻑は、必要に応じて、次の事項を会員総会に報告するものとする。 

（１）事業計画及び収⽀予算 

（２）事業報告及び収⽀決算 

（３）その他、理事会が必要と認めた事項 

５ 前各項の規定にかかわらず、前条第 40条但書の規定により学術集会の開催が中⽌となった場合、その他やむを得な

い事由がある場合には、理事会及び学術集会会⻑の決定により、本法⼈のホームページに前項の報告事項を掲載するこ

とで、会員総会の開催に代えることができる。 

第９章 委員会 
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（委員会） 

第 42条 本法⼈には、理事会の決議により本法⼈の⽬的及び事業の遂⾏にあたり、必要に応じて委員会を設置、また

は解散することができる。 

２ 各委員会の委員⻑は、理事会の決議により選定し、理事⻑が委嘱する。 

３ 各委員会の委員は、委員⻑の指名により、理事⻑がこれを委嘱する。 

４ 委員会に関し、委員⻑、委員の資格、任期等その他必要な事項は、理事会において別に定める。 

第１０章 事務局及び事務局⻑ 

（設置等） 

第 43条 本法⼈の事務を処理するため、理事会の決議により事務局を設置することができる。 

２ 事務局には、事務局⻑を置く。 

３ 事務局⻑は、理事⻑が理事会の承認を得て、評議員の中から指名する。 

４ 事務局⻑は庶務を担当し、理事⻑を補佐する。なお、事務局⻑は理事会に出席し、 

説明を⾏い、あるいは意⾒を述べることができるが、議決権を有しない。 

５ 事務局⻑の任期は２年とし、再任を妨げないが、３期を超えることはできない。 

６ その他、事務局の運営に関し必要な事項は、理事⻑が別に定める。 

第１１章 基⾦ 

（基⾦を引き受ける者の募集） 

第 44条 本法⼈は、基⾦を引き受ける者の募集をすることができる。 

２ 基⾦の募集、割当て及び払込み等の⼿続きについては、理事会の決議により別に定める「基⾦取扱規程」によるも

のとする。 

（基⾦の拠出者の権利に関する規定） 

第 45条 拠出された基⾦は、基⾦拠出契約に定める期⽇まで返還しない。 

（基⾦の返還の⼿続） 

第 46条 基⾦の拠出者に対する返還は、返還する基⾦の総額について定時評議員会における決議を経た後、理事会の

決定したところに従って⾏う。 

（代替基⾦の積⽴て） 

第 47条 基⾦の返還を⾏うため、返還される基⾦に相当する⾦額を代替基⾦として積み⽴てるものとし、これを取り崩
すことはできない。 

（基⾦利息の禁⽌） 

第 48条 基⾦の返還に係る債権には、利息を付することができない。 

第１２章 計算 

（事業年度） 

第 49条 本法⼈の事業年度は、毎年 4⽉ 1 ⽇から翌年 3⽉ 31⽇までの年１期とする。 

（事業計画及び収⽀予算） 

第 50 条 本法⼈の事業計画書及び収⽀予算書は、理事⻑が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に承認を諮
るものとする。 

２ 予算が成⽴していない期間については、理事会の決議により、予算成⽴の⽇まで前年度の予算に準じ暫定予算を構

成し、収⼊を得⼜は⽀出することができる。 

（事業報告及び決算） 

第 51条 理事⻑は、毎事業年度、次の書類及び附属明細書を作成して、監事の監査を受け、理事会の承認を経た後、

定時評議員会に提出し、 （３）の書類についてはその内容を報告し、 （１） 、 （２）及び（４）の各書類について

は承認を求めなければならない。 

（１）貸借対照表 

（２）損益計算書（正味財産増減計算書） 

（３）事業報告書 

（４）附属明細書 

（剰余⾦の処分制限） 

第 52条 本法⼈は、会員、評議員、その他の者⼜は団体に対し、剰余⾦の分配を⾏うことはできない。 

第１３章 定款変更、合併及び解散等 

（定款変更） 

第 53条 本定款を変更するには、評議員会の特別決議によらなければならない。 

（合併等） 

第 54条 本法⼈は、評議員会の特別決議により、他の⼀般法⼈法上の法⼈との合併、事業の全部⼜は⼀部の譲渡及び

公益⽬的事業の全部を廃⽌することができる。 

（解散） 

第 55条 本法⼈は、⼀般法⼈法第 148条第１号、第２号及び第４号乃⾄第７号に規定する事由によるほか、評議員会

の特別決議により解散することができる。 
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（残余財産の分配） 

第 56条 本法⼈が解散等により清算するときに有する残余財産は、各評議員及び会員に分配しない。 

２ 前項の場合、本法⼈の残余財産は、国⼜は地⽅公共団体、本法⼈と類似の事業を⽬的とする公益社団法⼈⼜は公益
財団法⼈、あるいは公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第５条第１７号イ乃⾄トに掲げる法⼈に寄付
するものとする。 

第１４章 雑則 

（定款施⾏細則） 

第 57条 本定款の施⾏及び本法⼈の運営に関して必要な事項は、評議員会の決議により定款施⾏細則として別に定め

る。 

（定款等に定めのない事項） 

第 58条 本定款及び細則に定めのない事項については、すべて⼀般法⼈法及びその他法令によるものとする。 

第１５章 附則 

（設⽴時評議員の⽒名及び住所） 

第 59条 本法⼈の設⽴時評議員の⽒名及び住所は、次のとおりとする。 

(略） 

（設⽴時理事、設⽴時理事⻑及び設⽴時監事） 

第 60条 本法⼈の設⽴時理事、設⽴時理事⻑及び設⽴時監事は、次のとおりとする。 

（設⽴時理事）今 明秀、⼤友康裕、奥寺 敬、坂本哲也、林 靖之、横堀將司、 

照沼秀也、細川秀⼀、橋本雄太郎、⼭﨑早苗 

（設⽴時理事⻑）今 明秀 

（設⽴時監事）猪⼝貞樹、横⽥裕⾏ 
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第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
寄付協賛 

募集 要項 
 

1.  ⽇ 時     令和 8 年 12 ⽉ 5 ⽇ (⼟) 〜 6 ⽇(⽇)   
    （5 ⽇(⼟)はドクターカー講習会、協議会、ビジネス会議） 

2.  会 場      ⽶⼦市⽂化ホール 〒683-0043 ⿃取県⽶⼦市末広町 293 
3. 寄付⾦⽬標額  2,500,000円（1⼝ 10,000円×250⼝） 
4. 寄付⾦の⽤途 

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会の運営に対する助成のため 
5. 申 込 ⽅ 法 

・ 別紙、「寄付⾦協賛申込書」に必要事項を記⼊し郵送、FAXまたは
メールにてお申し込みください。 

・ お申込後、1 週間しても受領メール返信が無い場合は事務局まで
ご連絡ください 

・ 税法上の扱い：免税措置はありません 
6. 申 込 締 切          令和 8 年 12 ⽉ 25 ⽇(⾦) 
7. お 振 込 期 限      令和 8 年 12 ⽉ 25 ⽇(⾦)   
8. 振 込 先 

⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845 
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
会⻑ 本間正⼈（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシン
リョウ イガクカイ ソウカイ・ガクジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサ
ト） 

9. 照 会 先 
学会事務局： 
〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1 
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内 
事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島） 
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900 
E-mail: jdmat9999@gmail.com  
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第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
医療機器・医薬品・書籍展⽰協賛 

募集 要項 
 
1. ⽇ 時     令和 8 年 12 ⽉ 6 ⽇ (⽇)   
2. 会 場       ⽶⼦市⽂化ホール  
        〒683-0043 ⿃取県⽶⼦市末広町 293   
3. 出展料          1 ⼩間 170,000 円 （募集数 10⼩間） 
4. 基礎⼩間仕様              主催側で基礎⼩間の設営を致します。  
・ サイズは、W 1,8m × D 1.0 m × H 1,8 m です。  
・ 基礎⼩間に含まれるものは下記のとおりです。  

① バックパネル (グレーまたは薄緑のﾊﾞﾝﾃｨｱﾝﾊﾟﾈﾙ)  
② 展⽰台 1 台(W1,8m×D1.0m×H0.7m) 

5. オプション   
・ 社名板(スミ 1 ⾊、ゴシック体) 
・ 電気使⽤は、オプション⼿配が必要となります。  
・ 蛍光灯・スポットライト、カタログスタンド、椅⼦、カーペット

等の備品⼿配が必要な際は、オプション申込書（後⽇送付）にて
ご相談ください。  

6. 申 込 ⽅ 法   
・ 別紙、「企業展⽰ 出展申込書」に必要事項を記⼊し郵送、

FAXまたはメールにてお申込下さい。 
・ お申込後、1 週間しても受領メール返信が無い場合は事務局

までご連絡ください  
7. 申 込 締 切          令和 8 年 10 ⽉ 15 ⽇(⽊) 
8. お 振 込 期 限      令和 8 年 10 ⽉ 31 ⽇(⼟)  
*出展料のみをお⽀払いください。その他の追加備品・電気料等は、集会終了後に請求致し
ます。  
*振込期限を過ぎてもご⼊⾦がない場合は、申込を取消す場合がありますのでご注意くださ
い。 
9. 出 展 料 振 込 先  
⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845 
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
 会⻑ 本間正⼈ 
（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ イガクカイ ソ
ウカイ・ガクジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト） 
 
搬⼊出⽇時 (出展者)   
 搬⼊: 12 ⽉ 5 ⽇ (⼟) 9:00-13:00 (予定)  
  搬出: 12 ⽉ 6 ⽇ (⽇) 16:00-18:00 (予定)  
⼩間割り：出展者の⼩間位置につきましては、主催者に⼀任ください。  
照 会 先   
学会事務局：〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1 
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⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内 
事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島） 
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900 
E-mail:   jdmat9999@gmail.com 
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第 21回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
プログラム抄録集 広告協賛 

募集要項 
 
1. ⽇ 時     令和 8 年 12 ⽉ 5 ⽇(⼟) 〜6 ⽇(⽇)   

    （5 ⽇(⼟)はドクターカー講習会、協議会、ビジネス会議） 
2. 会 場       ⽶⼦市⽂化ホール  
        〒683-0043 ⿃取県⽶⼦市末広町 293   
3. 抄録集配布対象 参加者及び関係者 
部数 / 版型  500 部 / Ａ４版（予定） 
4. 媒体制作費 1,420,000円（予定） 
5. 広告協賛料総額 1,190,000円 （税込） 
6. 広告協賛料   
・ A4 １ページ 60,000円（税込） 募集数 7⼝ 
・ A4 1/2 ページ 40,000円（税込） 募集数 10⼝    
・ 裏表紙（表 4）A4 １ページ 170,000円（税込）募集数 1⼝（⾊刷可） 
・ 表紙裏（表 2）A4 １ページ 100,000円（税込）募集数 1⼝ 
・ 裏表紙裏（表 3）A4 １ページ 100,000円（税込）募集数 1⼝ 

7. 申 込 ⽅ 法  
・ 別紙、「プログラム・抄録集  広告掲載申込書」に必要事項を

記⼊し郵送、FAXまたはメールにてお申込下さい。 
・ お申込後、1 週間しても受領メール返信が無い場合は事務局

までご連絡ください 
8. 申 込 締 切          令和 8 年 10 ⽉ 15 ⽇(⽊) 
9. お 振 込 期 限      令和 8 年 10 ⽉ 31 ⽇(⼟)  
10. 広 告 協 賛 料 振 込 先  
⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845 
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
 会⻑ 本間正⼈（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ 
イガクカイ ソウカイ・ガクジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト） 
11. 版 下 提 出 
*版下を事務局に提出（持参あるいはメール）をお願いします。 
版下提出期限 10 ⽉ 15 ⽇（⽊） 
12. 照 会 先 
学会事務局：〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1 
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内 
事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島） 
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900 
E-mail:   jdmat9999@gmail.com 
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第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 

共催セミナー協賛 
募集要項 

 
1. ⽇ 時     令和 8 年 12 ⽉ 6 ⽇ (⽇)    
2. 会 場       ⽶⼦市⽂化ホール  
      〒683-0043 ⿃取県⽶⼦市末広町 293 
3. 共催セミナー料⾦  

・ ランチョンセミナー（60 分）または共催シンポジウム（60 分） 募集数 3⼝ 
・ 第⼀会場：メインホール（最⼤ 300席）500,000円（税込） 
・ 第⼆会場：イベントホール（最⼤ 150席）400,000円（税込） 
・ 第三会場：研修室 1.2（最⼤ 80席）300,000円（税込） 
 

共催セミナー料⾦には以下の項⽬が含まれております。 
・講演会場費 
・控室使⽤費 
・附帯設備費（机、ステージ等） 
・機材費（本会で使⽤している設置済み機材） 
 
上記以外の経費は別途ご負担をお願いいたします。 
・講師及び座⻑の旅費・謝⾦ 
・看板装飾費 
・ポスター、チラシ印刷費 
・その他追加機材・スタッフ（控室⽤機材、同時通訳、録画、録⾳、運営スタッフ、進⾏
スタッフ、アナウンススタッフなど） 
・⾳響、照明関係費 
 
4. 開催時間 
ランチョンセミナーとして 12 ⽉ 6 ⽇ (⽇)  12 : 30〜13 : 30（予定） 
共催シンポジウムとして 11：00〜12：00 または 13：30〜14：30（予定） 
 
5. 講演内容、講師   

・ 講演内容、講師はご相談に応じます 
6. 申 込 ⽅ 法   

・ 別紙、「共催セミナー申込書」に必要事項を記⼊し郵送、
FAXまたはメールにてお申込下さい。 

・ お申込後、1 週間しても受領メール返信が無い場合は事務局
までご連絡ください。  

7.  申 込 締 切          令和 8 年 10 ⽉ 15 ⽇(⽊) 
8. お 振 込 期 限      令和 8 年 10 ⽉ 31 ⽇(⼟)   
9. 振 込 先  
⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845 
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第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
会⻑ 本間正⼈（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ 
イガクカイ ソウカイ・ガクジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト） 
10. 照 会 先 
学会事務局：〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1 
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内 
事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島） 
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900 
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第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
学術集会ホームページのバナー広告 協賛 

募集要項 
 

1. 広告掲載媒体：第 21回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会ホームページ 
2. 掲載期間：学会ホームページ⽴ち上り後お申込頂いた後原稿送付から 2026 年 3 ⽉末
まで（予定） 
3. 掲載場所：第 21回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会ホームページ内 
※会⻑に⼀任下さいますようお願い申し上げます。 
4. 募集数：3 社 
5. 広告仕様：バナー広告データは貴社でご準備下さい。以下の仕様を満たすようにご留意
下さい。 
・データ形式 GIF 形式もしくは JPEG 形式 
・サイズ 200 pixel x 70 pixel （多少変わる場合もございます） 
・画像解像度 72 pixel / inch 
6. 掲載料：45,000 円（税込・1 スペースあたり） 
7. 申 込 ⽅ 法   

・ 別紙、「バナー広申込書」に必要事項を記⼊し郵送、FAXま
たはメールにてお申込下さい。 

・ お申込後、1 週間しても受領メール返信が無い場合は事務局
までご連絡ください。  

8.  申 込 締 切          令和 8 年 10 ⽉ 15 ⽇(⽊) 
9. お 振 込 期 限      令和 8 年 10 ⽉ 31 ⽇(⼟)   
10. 振 込 先  
⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845 
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 
会⻑ 本間正⼈（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ 
イガクカイ ソウカイ・ガクジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト） 
11. 照 会 先 
学会事務局：〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町 36-1 
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内 
事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島） 
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900 
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ＦＡＸ送信先 0859-38-6900

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 事務局⾏き

 フリガナ

（〒    －    ）

ご⽒名

所属部署（役職）

TEL FAX

E-mail

✧ お振込期限は、令和8年12⽉25⽇(⾦)です。

 事務局︓〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町36-1
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内

事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島）
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900

E-mail:   jdmat9999@gmail.com

上記⾦額を、  年  ⽉  ⽇頃、下記振込先に振込いたします。

【お問い合せ・お申し込み先】

✧ 振込先︓⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 会⻑ 本間正⼈

領収書

上記※の内容と異なる宛先へ送付を希望する場合は記⼊して下さい。
団体名︓
宛 先︓〒

   住所     ※

ご担当者

（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ イガクカイ ソウカイ・ガク
ジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト）

　　（E-mail: jdmat9999@gmail.com）

お申込⽇ 令和  年  ⽉  ⽇

寄付⾦協賛申込書

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会、事業に賛同し、その運営資⾦として下記の⾦額を
寄付します。

会社名

団体名
※

 10,000円×   ⼝             円
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ＦＡＸ送信先  0859-38-6900

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 事務局⾏き

 フリガナ

（〒    －    ）

所属部署（役職） ご⽒名

TEL FAX

E-mail

社名版、特別装飾等があればお知らせください（オプション⼿配となります）

✧ お振込期限は、令和8年10⽉31⽇(⼟)です。

 会社名 ※

主な展⽰品

（電⼒容量）

展⽰机

希望⼩間数 170,000円 × [     ]⼩間 ＝ [            ]円

   ☐ 要    ☐ 不要

       単相 100V・使⽤電気容量 [     ]KW（注︓オプション⼿配となります）

    品⽬             サイズ          重量（Kg）

希望事項

領収書

上記※の内容と異なる宛先へ送付を希望する場合は記⼊して下さい。
団体名︓
宛 先︓〒

　　　（E-mail: jdmat9999@gmail.com）

✧ 振込先︓⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 会⻑ 本間正⼈

【お問い合せ・お申し込み先】  事務局︓〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町36-1
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内

事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島）
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900

E-mail:   jdmat9999@gmail.com

お申込⽇ 令和   年  ⽉  ⽇

企業展⽰ 出展申込書

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会  医薬品・医療機器展⽰に出展を申し込みます。

   住所     ※

ご担当者

（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ イガクカイ ソウカイ・ガク
ジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト）
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ＦＡＸ送信先 0859-38-6900

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 事務局⾏き

 フリガナ

（〒    －    ）

ご⽒名

所属部署（役職）

TEL FAX

E-mail

☐ 要 ☐ 不要

✧ お振込期限は、令和8年10⽉31⽇(⼟)です。

（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ イガクカイ ソウカイ・ガク
ジュツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト）

　（E-mail: jdmat9999@gmail.com）

✧ 振込先︓⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 会⻑ 本間正⼈

【お問い合せ・お申し込み先】  事務局︓〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町36-1
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内

事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島）
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900

E-mail:   jdmat9999@gmail.com

お申込⽇ 令和  年  ⽉  ⽇

プログラム・抄録集  広告掲載申込書

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 プログラム・抄録集の広告掲載を申し込みます。

会社名

団体名
※

希望規格
どちらかに☑を⼊れ
て下さい。

□ A4 １ページ 60,000円（税込）
□ A4 1/2ページ 40,000円（税込）
□ 裏表紙（表4）A4 １ページ 170,000円（税込） （⾊刷可）
□  表紙裏（表2）A4 １ページ 100,000円（税込）
□  裏表紙裏（表3）A4 １ページ 100,000円（税込）

請求書

   住所     ※

ご担当者

領収書

上記※の内容と異なる宛先へ送付を希望する場合は記⼊して下さい。
団体名︓
宛 先︓〒
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ＦＡＸ送信先 0859-38-6900

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 事務局⾏き

（〒    －    ）

ご⽒名

所属部署（役職）

TEL FAX

E-mail

☐ 要 ☐ 不要

✧ お振込期限は、令和8年10⽉31⽇(⼟)です。

（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ イガクカイ ソウカイ・ガクジュ
ツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト）

   住所     ※

ご担当者

請求書

領収書

上記※の内容と異なる宛先へ送付を希望する場合は記⼊して下さい。
団体名︓
宛 先︓〒

　　（E-mail: jdmat9999@gmail.com）

【お問い合せ・お申し込み先】  事務局︓〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町36-1
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内

事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島）
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900

E-mail:   jdmat9999@gmail.com

✧ 振込先︓⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 会⻑ 本間正⼈

お申込⽇ 令和  年  ⽉  ⽇

共催セミナー申込書

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 の 共催セミナー を申し込みます。

希望セミナー
どちらかに☑
を⼊れて下さ

い。

□ランチョンセミナー  □共催シンポジウム
□ 第1 会場（定員300）   500.000(税込み）
□ 第2 会場（定員150）        400.000(税込み）
□ 第3 会場（定員80）          300.000(税込み）

会社名

団体名
※

25



ＦＡＸ送信先 0859-38-6900

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 事務局⾏き

（〒    －    ）

ご⽒名

所属部署（役職）

TEL FAX

E-mail

☐ 要 ☐ 不要

✧ お振込期限は、令和8年10⽉31⽇(⼟)です。

（ダイニジュウイッカイ ニホンビョウインゼン キュウキュウシンリョウ イガクカイ ソウカイ・ガクジュ
ツシュウカイカイチョウ ホンマ マサト）

   住所     ※

ご担当者

請求書

領収書

上記※の内容と異なる宛先へ送付を希望する場合は記⼊して下さい。
団体名︓
宛 先︓〒

　　（E-mail: jdmat9999@gmail.com）

【お問い合せ・お申し込み先】  事務局︓〒683-8504 ⿃取県⽶⼦市⻄町36-1
⿃取⼤学医学部器官制御外科学講座 救急災害医学分野内

事務局⻑ 吉岡早⼾（秘書 ⽥中・福島）
TEL 0859-38-6727  FAX 0859-38-6900

E-mail:   jdmat9999@gmail.com

✧ 振込先︓⼭陰合同銀⾏（0167） ⽶⼦⻄⽀店（082） 普通 4557845
第 21 回 ⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 会⻑ 本間正⼈（ホンマ マサト）

お申込⽇ 令和  年  ⽉  ⽇

学会ホームページへのバナー広告 申込書

第 21 回⽇本病院前救急診療医学会総会・学術集会 の 共催セミナー を申し込みます。

□学会ホームページへのバナー広告を申し込みます

会社名

団体名
※
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